
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年６月１日 １１時３３分ごろ 

発生場所 高知県高知市高知港 

 高知港御畳
み ま

瀬
せ

灯台から真方位００４°１.５海里付近 

 （概位 北緯３３°３１.９′ 東経１３３°３３.７′） 

事故の概要  漁船第六十八合
ごう

栄
えい

丸は、南進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年６月５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第六十八合栄丸、４３７トン 

 １３５１０９、株式会社合栄丸 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、プロペラ翼に欠損及び曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮高 約１.４ｍ（高知） 

 事故の経過  本船は、船長ほか２５人（日本国籍３人、インドネシア共和国籍２

２人）が乗り組み、高知港のタナスカ北地区の岸壁を離れ、船長が同

港の航路を北進する大型の入航船と左舷を対して航過するつもりで、

航路に入って右寄りを南進中、航路西側の浅瀬に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首約３.０ｍ、船尾約５.３ｍであった。 

 船長は、本事故時、船首目標とした高知港第９号灯浮標及び大型の

入航船を見ることに気を取られていたので、同灯浮標に向けた際に航

路から外れていたことに気付かなかった。  

分析  本船は、船長が、高知港の航路の右寄りを南進中、船首目標とした

灯浮標及び大型の入航船に注意を向け、船位の確認を適切に行ってい

なかったことから、航路から外れていることに気付かず、航路西側の

浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、高知港の航路の右寄りを南進中、船長が、船首

目標とした灯浮標及び大型の入航船に注意を向け、船位の確認を適切

に行っていなかったため、航路から外れていることに気付かず、航路

西側の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船位の確認を適宜行うこと。 
 


